
常
任
委
員
会
の
審
査
報
告

常
任
委
員
会
の
審
査
報
告

常
任
委
員
会
の
審
査
報
告

会
員
委
任
常
務
総

総
務
常
任
委
員
会
（
羽
原

豊
委
員
長
‥
７
人
）
は

月

日
に
委
員
会
を
開
会
し
、

付
託
さ
れ
た
議
案
３
件
の
審

査
を
行
い
ま
し
た
。

審
査
を
行
っ
た
内
容
及
び

結
果
は
、
次
の
と
お
り
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

今
回
の
条
例
改
正
の

ポ
イ
ン
ト
は
。

総
務
部
次
長

個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
が
公

布
さ
れ
、
そ
の
趣
旨
を
踏
ま

え
所
要
の
改
正
や
、
罰
則
規

定
の
強
化
を
図
っ
た
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

情
報
公
開
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て

【
賛
成
多
数
‥
可
決
】

個
人
市
民
税
及
び
固
定
資

産
税
の
納
期
前
納
付
に
係
る

前
納
報
奨
金
制
度
に
つ
い

て
、
２
年
間
の
経
過
措
置
を

設
け
た
後
、廃
止
す
る
も
の
。

今
後
、
金
利
が
上
昇

す
れ
ば
制
度
を
復
活
さ

せ
る
か
。

税
務
課
長

一
定
の
長
い

ス
パ
ン
で
金
利
状
況
を
見
極

め
た
上
で
、
そ
の
時
に
再
考

し
、
納
付
促
進
等
の
他
の
方

法
も
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、

金
利
上
昇
に
よ
り
即
座
に
復

活
さ
せ
る
考
え
は
な
い
。

こ
の
制
度
を
廃
止
す

る
と
、
市
民
の
増
税
感

が
一
層
高
ま
る
の
で
は
。

助
役

こ
れ
は
還
付
金
の

よ
う
な
制
度
で
、
増
税
感
が

高
ま
る
と
は
考
え
て
い
な

い
。
ま
た
、
前
納
報
奨
金
と

し
て
交
付
し
て
い
る
約
１
６

０
０
万
円
を
、
税
の
徴
収
率

向
上
施
策
に
充
て
た
い
。

平
和
都
市
推
進
協
議

会
補
助
金
の
減
額
が
多

い
が
、
例
年
と
比
較
し
て
ど

う
か
。

総
務
部
次
長

年
度
に
よ

り
予
算
は
増
減
す
る
が
、
今

年
度
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的

な
対
応
も
し
た
の
で
、
不
用

額
が
出
て
減
額
を
し
た
。

庁
舎
２
階
ロ
ビ
ー
に

コ
ピ
ー
機
の
設
置
や
情

報
公
開
の
窓
口
の
設
置
を
。

管
財
防
災
課
長

前
回
の

庁
舎
改
修
を
行
っ
た
中
で
、

コ
ピ
ー
機
を
４
階
に
設
置
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
現
状
で

続
け
た
い
。

総
務
部
次
長

情
報
公
開

の
窓
口
の
設
置
は
、
今
後
の

研
究
課
題
と
し
た
い
。

◆
京
田
辺
市
の
財
政
状
況
に

つ
い
て

本
市
の
現
在
の
財
政

状
況
の
基
本
認
識
は
。

助
役

長
引
く
不
況
、
国

の
三
位
一
体
改
革
に
伴
う
交

付
税
の
減
額
が
予
定
さ
れ
て

お
り
、
厳
し
い
状
況
が
続
く

で
あ
ろ
う
。

今
後
、公
債
費
負
担
、

起
債
制
限
比
率
に
つ
い

て
の
市
の
考
え
は
。

助
役

事
業
展
開
す
る
に

当
た
り
、
起
債
制
限
比
率
の

率
を
オ
ー
バ
ー
す
る
と
借
金

が
出
来
な
い
の
で
、
低
い
に

こ
し
た
こ
と
は
な
い
。

文
教
福
祉
常
任
委
員
会

（
水
野
恭
子
委
員
長
‥
７
人
）

は

月

日
に
委
員
会
を
開

会
し
、
付
託
さ
れ
た
議
案
２

件
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

審
査
を
行
っ
た
内
容
及
び

結
果
は
次
の
と
お
り
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

立
児
童
館
の
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

新
た
に
大
住
児
童
館
を
設

置
す
る
に
あ
た
り
、
所
要
の

改
正
を
行
う
も
の
。

児
童
館
開
館
後
の
企

画
、
運
営
は
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
。

児
童
福
祉
課
長

児
童
館

の
施
設
利
用
者
会
議
で
協
議

を
行
い
、
親
子
教
室
や
育
児

サ
ー
ク
ル
の
育
成
、
子
育
て

相
談
等
行
っ
て
い
き
た
い
。

児
童
館
の
職
員
体
制

に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

児
童
福
祉
課
長

普
賢
寺

児
童
館
を
モ
デ
ル
に
し
て
、

職
員
、
児
童
厚
生
員
２
名
、

臨
時
職
員
か
パ
ー
ト
職
員
の

配
置
を
予
定
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

老
人
福
祉
施
設
設
置
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

新
た
に
老
人
福
祉
セ
ン
タ

ー
宝
生
苑
を
設
置
す
る
に
あ

た
り
、
所
要
の
改
正
を
行
う

も
の
。

市
民
が
何
か
参
画
で

き
る
運
営
方
法
な
ど
考

え
て
い
る
か
。

高
齢
介
護
課
長

運
営
方

法
は
検
討
中
だ
が
、
委
託
で

き
る
所
は
委
託
し
た
い
。
当

面
は
市
の
直
営
。

利
用
者
の
バ
ス
運
行

に
つ
い
て
の
計
画
は
。

高
齢
介
護
課
統
括
主
幹

常
磐
苑
、
三
山
木
老
人
い
こ

い
の
家
、宝
生
苑
を
巡
回
し
、

年春開所予定の大住ふれあいセンター

相
互
利
用
出
来
る
よ
う
、
検

討
し
て
い
る
。

宝
生
苑
の
名
前
の
由

来
、
経
緯
は
。

高
齢
介
護
課
統
括
主
幹

月
読
神
社
の
中
の
碑
に
、
能

楽
の
宝
生
座
の
発
祥
の
地
と

記
さ
れ
、
そ
れ
に
ち
な
ん
だ

も
の
。

緊
急
通
報
装
置
を
設

置
す
る
際
の
手
続
き
は
。

高
齢
介
護
課
長

自
治
会

や
民
生
委
員
の
方
を
通
じ
て

申
請
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

支
援
費
制
度
の
利
用

件
数
が
少
な
い
要
因

は
。
情
報
提
供
は
積
極
的
に

行
っ
て
い
る
か
。

社
会
福
祉
課
長

利
用
希

望
が
な
い
場
合
が
多
い
。
年

１
回
の
面
接
や
窓
口
業
務
で

情
報
提
供
を
し
て
い
る
。

学
校
給
食
に
関
わ
る

職
員
の
増
員
計
画
は
。

教
育
部
長

学
校
給
食
に

つ
い
て
の
あ
り
方
を
研
究
し

て
い
る
の
で
、
そ
の
中
で
職

員
配
置
も
検
討
し
た
い
。

◆
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ

い
て

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
る
上
で
、
心
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
調
査
を
。

社
会
福
祉
課
長

府
の
条

例
に
照
ら
し
、
年
次
的
に
整

備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

◆
小
・
中
学
校
の
総
合
的
学

習
に
つ
い
て

総
合
的
学
習
の
現
状

と
、サ
ポ
ー
ト
体
制
は
。

学
校
教
育
課
長

基
本
的

に
、
教
諭
自
ら
が
研
究
、
研

修
す
る
必
要
が
あ
る
。
協
力

体
制
は
、
人
材
登
録
制
度
等

を
活
用
し
て
い
る
。

◆
留
守
家
庭
児
童
会
に
つ
い

て

来
年
度
の
見
通
し
は
。

社
会
教
育
課
長

定
員
が

オ
ー
バ
ー
し
た
学
校
は
、
同

数
か
そ
れ
以
上
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
。情
報
を
収
集
し
、

状
況
を
見
極
め
適
正
に
対
処

し
た
い
。

◆
学
校
ト
イ
レ
の
改
善
に
つ

い
て

学
校
の
ト
イ
レ
は
臭

い
、
汚
い
な
ど
の
声
が

あ
る
が
、
対
応
は
。

教
育
総
務
課
長

尿
石
除

去
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
場

所
か
ら
実
施
し
て
い
く
。

建
設
経
済
常
任
委
員
会

（
喜
多
英
男
委
員
長
‥
７
人
）

は

月

日
に
委
員
会
を
開

会
し
、
付
託
さ
れ
た
議
案
８

件
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

審
査
を
行
っ
た
内
容
及
び

結
果
は
次
の
と
お
り
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

法
定
外
公
共
物
管
理
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

従
前
の
国
有
里
道
、

河
川
が
市
に
移
管
さ
れ
、

市
が
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
違
い
は
あ
る
の
か
。

建
設
部
次
長

日
常
的
な

使
用
に
つ
い
て
の
変
更
は
な

い
が
、
払
い
下
げ
等
の
手
続

き
は
以
前
よ
り
は
省
略
で
き

る
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

緑
化
推
進
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

市
民
記
念
植
樹
参
加
手
数

料
を
条
例
に
明
記
す
る
た
め

改
正
す
る
も
の
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

本
市
の
都
市
公
園
と
し
て

責
谷
第
２
公
園
、
大
住
女
谷

第
１
公
園
及
び
大
住
女
谷
第

２
公
園
を
追
加
す
る
た
め
改

正
す
る
も
の
。

都
市
公
園
に
お
け
る

植
裁
や
遊
具
の
設
置
基

準
等
は
あ
る
の
か
。

都
市
整
備
課
指
導
主
幹

開
発
指
導
要
綱
に
明
記
す
る

遊
具
に
つ
い
て
は
、
出
来
る

限
り
設
置
し
、
植
裁
は
協
議

の
中
で
進
め
て
い
る
。

新設された大住女谷第１公園

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に

つ
い
て【

賛
成
全
員
‥
可
決
】

９
月
豪
雨
災
害
に
よ
り
被

災
し
た
農
業
用
施
設
の
復
旧

工
事
に
つ
い
て
土
地
改
良
事

業
の
施
行
許
可
申
請
を
行
う

た
め
。

◆
議
案
第

号

町
の
区
域

及
び
名
称
の
変
更
に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

第
二
京
阪
道
路
事
業
、
市

営
大
住
霊
園
墓
地
整
備
事

業
、
住
宅
開
発
及
び
道
路
整

備
事
業
に
伴
い
、
付
替
え
及

び
新
設
さ
れ
た
道
路
に
つ
い

て
市
道
認
定
を
行
う
も
の
。

引
き
渡
し
を
受
け
た

道
路
の
管
理
は
。

建
設
部
次
長

損
傷
し
た

場
合
で
、
原
因
者
が
あ
る
時

は
、
負
担
を
求
め
た
い
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に

つ
い
て【

賛
成
全
員
‥
可
決
】

台
風

号
豪
雨
に
よ
り
被

災
し
た
農
地
及
び
農
業
用
施

設
の
復
旧
工
事
に
つ
い
て
土

地
改
良
事
業
の
施
行
許
可
申

請
を
行
う
た
め
。

災
害
復
旧
に
係
る
個

人
や
地
元
の
負
担
割
合

は
。農

業
土
木
課
長

農
地
の

場
合
は
個
人
で

％
、
施
設

の
場
合
は
地
元
で
５
％
の
負

担
で
あ
る
。

農
業
特
産
物
育
成
補

助
金
の
減
額
の
具
体
的

内
容
は
。

産
業
振
興
課
長

主
と
し

て
茶
カ
ー
テ
ン
の
設
置
、
新

技
術
機
械
導
入
事
業
の
減
額

に
よ
る
も
の
。

産
業
立
地
の
電
柱
移

転
補
償
費
の
追
加
補
正

の
内
容
は
。

産
業
立
地
室
長

市
が
行

う
公
共
事
業
に
つ
い
て
は
、

基
本
的
に
は
移
転
は
無
償
だ

が
、
開
発
行
為
に
該
当
す
る

の
で
原
因
者
で
あ
る
市
が
負

担
す
る
こ
と
に
な
る
。

◆
市
内
巡
回
バ
ス
運
行
に
つ

い
て

採
算
が
厳
し
い
バ
ス

路
線
の
市
の
負
担
は
。

生
活
環
境
課
長

２
路
線

で
、
約
５
１
０
万
円
程
度
。

バ
ス
会
社
に
財
政
投

入
し
て
い
る
が
、
費
用

対
効
果
等
も
考
え
、
巡
回
バ

ス
運
行
に
つ
い
て
検
討
を
。

生
活
環
境
課
長

現
状
で

は
難
し
い
。

会
員
委
任
常
祉
福
教
文

会
員
委
任
常
済
経
設
建

事
務
調
査

事
務
調
査

補
正
予
算

補
正
予
算

補
正
予
算

補
正
予
算

事
務
調
査

事
務
調
査

補
正
予
算

補
正
予
算

事
務
調
査

事
務
調
査

年（平成 年） 月 日

個人情報、情報公開制度の窓口（市総務課）


